
募集要項

成田ベスト日本語学校

〒287-0242

千葉県成田市多良貝 245 番地 308 号

URL http://www.naritabest.co.jp

現在 認定日本語教育機関申請中

（※計画は予定であり、変更の可能性があります。）



成田ベスト日本語学校について

 学校所在地：千葉県成田市多良貝 245番地 308号

（JR成田空港第 2ビルより車で 15分（約 7.5km））

 設置者：株式会社ベスト（東京都新宿区百人町 1-22-19筒井ビル 2、2F）
設 立：2011年 8月

事業内容：日本語学校運営、通信機器販売業、インターネットサービス業、通信販売業

出願資格、選抜方法、期間について

◇出願資格

 12年以上の学校教育課程又はそれに準ずる課程を修了している者

 年齢が 18 歳以上の者

 正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者

 日本留学に必要な学費生活費を確実に負担する者がおり、その方の資産形成過程を通帳

などの資料で証明ができる者

 大学・専門学校進学 2 年課程 ：日本語を 150時間以上履修、日本語能力試験 N5相当

以上

大学・専門学校進学 1年 6か月課程 ：日本語を 400時間程度履修、日本語能力試験N4
相当以上

※日本語能力試験等の確認が出来ない場合は、当校実施のレベルテストに合格した者

 本邦における不法滞在歴及び本邦あるいは自国での犯罪歴のない者

 在留資格に問題ない者の本校への入学資格は、上記の条件に限らず、校長は入学を許可

することがある。

 当校で定めた一定の英語力のある者

◇選抜方法

 書類選考

 本人との面接（日本語能力の確認、英語力の確認を含む）

 経費支弁能力の確認（経費支弁者の職業、収入、預貯金額の確認）

◇コース期間と出願期間

入学時期 コース 出願期間

4月 大学・専門学校進学 2年課程 前年 9月 1日～10月 31日

10月 大学・専門学校進学 1年 6か月課程 3月 1日～4月 30日



◇コースの目的および目標

目的：日本語教育や日本文化を学びながら、総合的なコミュニケーション能力を培う課程で

す。日本で進学する学生を支援するとともに、日本社会で円滑に生活し、共生社会を

目指すようサポートします。そのために、地域住民との異文化交流などを通して、自

己実現をはかり日本社会の発展に貢献し、日本と世界とを繋ぐ架け橋となる人材を育

成することを目的としています。

目標：進学を希望する専門分野への円滑な接続を目指すために、必要となる言語的な知識や

技能に加え、自らが取り巻く社会や話題に興味、関心を持ち、情報の適切な取捨選択

ができる。自律的学習ができ、日本語を使って様々な課題を解決することができる。

議論も含め、ある程度、具体的・抽象的な話題での複雑なテクストの主要な内容を理

解できる。またお互い緊張しないで熟達した日本語話者と自然にやりとりができる。

ある程度広汎な範囲の話題についても不自然なく明確で詳細なテクストを作ることが

でき、様々な選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。他者

の感性や考え方に触れ、刺激しあう中で協働的に学習できる。

◇授業時間

 月曜日～金曜日（週５日制） ※２０時間／週（４５分授業）

 クラスは入学後最初のテストの結果で決まります。

午前の部 9:00 ～ 9:45 午後の部 13:00 ～ 13:45
9:45 ～ 10:30 13:45 ～ 14:30
10:45 ～ 11:30 14:45 ～ 15:30
11:30 ～ 12:15 15:30 ～ 16:15

入学者選考について

◇選考方法と基準

 出願書類の内容を審査し、留学の意思、留学資格、学歴、経済状況、その他当校に入学

するのにふさわしい方を選考します。

 申請時点で日本語能力試験 N5～N4程度以上の日本語能力が必要です。

 ご本人と面接します。（選考の結果、入学をお断りする場合があります。）

◇留学ビザ

 原則として、日本語学校で勉強する方は留学ビザが必要です。

 留学ビザを取得するには、日本の出入国在留管理局が交付する「在留資格認定証明書」

の取得が必要です。

 当校が「在留資格認定証明書」を皆さんに代わって日本の出入国在留管理局に交付申請

します。



 入学後、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受けると、学業に支障のない範囲

で、週 28時間以内でアルバイトをすることができます。

※注意

＜国民健康保険制度＞

 日本の法律により、国民健康保険に加入することが義務づけられています。

 来日後、市役所等で住民票登録をするときに、国民健康保険の加入手続きもしてくださ

い。

 病院で治療を受ける場合に、医療費の 3割を負担するだけで済みます。

＜留学生保険＞

 病院で治療にかかった費用の 3割を補償する保険です。

 国民健康保険と合わせると医療費の全額が補償され、個人負担は無くて済むことになり

ます。

 病気やけがの補償だけでなく、火災や個人賠償責任補償にも対応しています。

＜資格外活動許可＞

 資格外活動許可がなければ、アルバイトをすることができません。

 学業に支障のない範囲で、週 28時間以内でアルバイトをすることができます。

（夏休み期間など長期休暇中は週 40時間以内までアルバイトをすることができます。）

 風俗営業店など（スナック、ゲームセンター、パチンコ店など）でのアルバイトは認め

られません。

 週 28 時間以内の労働時間を超えると、資格外活動許可の規定に反するため、不法就労に

あたります。不法就労をすると母国に帰国することになります。

入学までの流れについて

◇入学願書類の提出

 チェックリストに記載されているものを当校に提出してください。

◇入学選考

 選考結果により、合格・不合格通知を発行します。

 不合格の方には、在留資格認定証明書交付申請に関する書類をお返しします。

 選考料はどのような理由があってもお返ししません。

◇在留資格認定証明書交付申請

 合格の方について、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。書類



内容を確認し、不足や不明点が見つかった場合には追加資料をお願いする場合がありま

すので、ご協力をお願いします。

◇在留資格認定証明書の交付

 申請後２～３か月で交付・不交付の結果が出ます。

 結果が出次第すぐにお知らせします。

 証明書が交付された方には学費等納付金の請求書をお送りします。

◇学費等納付金の振り込み

 当校指定の金融機関口座に請求書記載の金額を期限までに振り込んでください。

◇在留資格認定証明書・入学許可証の送付

 学費等納付金の入金確認後、在留資格認定証明書、当校入学許可証、入学手続きのご案

内をお送りします。

◇留学ビザ申請

 在外日本大使館・領事館で留学ビザを申請してください。

 留学ビザの申請には在留資格認定証明書と当校の入学許可証が必要です。

◇留学ビザ取得

 留学ビザを取得したら、準備を整えて来日してください。

◇健康診断

 来日前、母国で健康診断を受け、その結果を原則提出してください。

 来日後、学校内もしくは学校の指定する医療機関で実施する健康診断を受けてください。

 持病やアレルギーがある方はお知らせください。

◇オリエンテーション

 日本語のレベルを確認するためのテストや面接をして、クラスを決めます。

 授業開始前に使用教科書や必要教材を配布します。

 当校で勉強するために必要なことや役に立つことを説明します。

 日本で生活するためのマナーや習慣を説明します。

◇入学

 当校での勉強が始まります。



入学願書類について

 日本語以外の言葉で書かれた書類には日本語訳を必ず添付してください。

 提出された書類は原則として返却しません。ただし、卒業証書の原本などは出入国在留

管理局から在留資格認定証明書の交付・不交付の結果通知とともに返却されますから、

その後お返しします。

◇チェックリスト

 出願者に関する書類

1 □ 証明写真 8枚 縦４㎝×横３㎝、３か月以内に撮影したもの。正面向き、

胸から上、無帽、無背景、顔の輪郭が明瞭なもの。

2 □ パスポートの写し 白紙のページ以外全部のページ。表紙、裏表紙も。

3 □ 入学願書（当校指

定用紙）

出願者本人が、各項目に空欄のないように記入してくださ

い。学歴・職歴は継続的に記入し、空白期間がないように

してください。進学準備期間、兵役期間も記入してくださ

い。

4 □ 卒業証明書 最終学校卒業証書の原本または卒業証明書、大学・高校在

学中の方は在学証明書、中退した方は在学期間証明書。

5 □ 成績証明書 上記学校が発行した成績を証明する書類の原本。

6 □ 在職証明書 在職中の方は在籍する会社等に発行してもらってくださ

い。

7 □ その他 追加資料が必要な場合（ ）

 経費支弁に関する書類

A 出願者本人が支弁する場合

1 □ 経費支弁書（当校

指定用紙）

経費支弁者が直筆で記入してください。

2 □ 預金残高証明書 口座番号、通貨単位の記載のあるもの。予定在学期間に見

合う残高のあること。

3 □ 職業証明書 収入や預金残高を裏付ける資料として用意してください。

書式自由。

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載のあるもの。

5 □ 就学同意書 出願者自身が同意者として記入してください。

6 □ その他 追加資料が必要な場合（ ）



B 支弁者が日本以外の国に居住する場合

1 □ 経費支弁書（当校

指定用紙）

経費支弁者が直筆で記入してください。

2 □ 預金残高証明書 口座番号、通貨単位の記載のあるもの。予定在学期間に見

合う残高のあること。

3 □ 職業証明書 収入や預金残高を裏付ける資料として用意してください。

書式自由。

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載のあるもの。

5 □ 戸籍謄本など 出願者と経費支弁者との関係を証明するもの。

6 □ 就学同意書 経費支弁者が同意者として記入してください。

7 □ その他 追加資料が必要な場合（ ）

C 支弁者が日本に居住する場合

1 □ 経費支弁書（当校

指定用紙）

経費支弁者が直筆で記入してください。

2 □ 預金残高証明書 予定在学期間に見合う残高のあること。

3 □ 職業証明書 会社勤務の方：所属先の在職証明書をご用意ください。

会社経営の方：会社に関する登記簿謄本などをご用意くだ

さい。

自営業の方：確定申告書控えの写しをご用意ください。

4 □ 収入証明書 年間総所得の記載がある住民税課税証明書。

5 □ 戸籍謄本など 出願者と経費支弁者との関係を証明するもの。

6 □ 就学同意書 経費支弁者が同意者として記入してください。

7 □ その他 追加資料が必要な場合（ ）



学費等納付金のお支払いおよび返金について

◇返金について

既に納入した学生納付金は、原則として返還しない。

２ 以下の場合には前項規定にかかわらず、学生納付金の一部を返還することができる。

（１） 入学者選考において不合格の場合：選考料は返還しない。

（２） 在留資格認定証明書が交付され、入学許可証を交付したにも関わらず、入学しなか

った場合：選考料、入学金以外の納付金を返還する。

但し、在留資格認定証明書と入学許可証の返却を条件とする。

（３） 在外日本大使館・領事館にて入国査証が発給されなかった場合：選考料、入学金以

外の納付金を返還する。

但し、入学許可証の返却と在外日本大使館・領事館において入国査証が発給され

なかった事の確認を条件とする。

（４） 入国査証を取得したが、来日以前に入学をキャンセルした場合：選考料、入学金以

外の納付金を返還する。

但し、入学許可証の返却と入国査証の失効確認を条件とする。

お支払時期 項目 大学・専門学校進学

2年課程

大学・専門学校進学

1年 6か月課程

入学願書提出時 選考料 30,000円 30,000円

在留資格認定証明書

交付連絡時

入学金 80,000円 80,000円

授業料 635,000円 635,000円

施設費 10,000円 10,000円

教材費 24,000円 24,000円

課外活動費 15,000円 15,000円

保険料 10,000円 10,000円

健康管理費 10,000円 10,000円

合計 784,000円 784,000円

入学１年後 授業料 635,000円 317,500円

施設費 10,000円 5,000円

教材費 24,000円 12,000円

課外活動費 15,000円 7,500円

保険料 10,000円 5,000円

健康管理費 5,000円 5,000円

合計 699,000円 352,000円

合計 1,513,000円 1,166,000円



（５） 授業料を納付し入学後、１年目で中途退学する場合：選考料、入学金は返還しない。

授業料も原則として返還しない。

但し学生が帰国する場合、一部の授業料を以下の通り返還する。

入学後１か月以内に退学し帰国する学生：９か月分の授業料のみ返還する。

入学後２か月～３か月以内に退学し帰国する学生：６か月分の授業料のみ返還する。

入学後４か月～６か月以内に退学し帰国する学生：３か月分の授業料のみ返還する。

入学後７か月～９か月以内に退学し帰国する学生：授業料の返還はしない。

（６） ２年目で中途退学する場合：学生が既に納めた授業料のうち、退学日の翌月分から

の授業料のみ返還する。

（７） 授業開始日より来日が遅れた場合：受講できなかった期間の授業料は返還しない。

３ 前項の手続きをする場合には、次の必要書類のうち、必要とされるものを本学に提出ま

たは提示するものとする。

（１） 納付金の領収書

（２） 事情説明書

（３） 未使用の「在留資格認定証明書」（現地大使館等にて入国査証不交付の場合を除く）

（４） パスポート

（５） その他本校が必要と判断し、提出または提示を求めたもの

注：必要書類がそろっていない場合には、納付金を返還できないこともある。

その他

◇在学中の居住先

 居住先としてアパート、一軒家などの紹介をします。利用料は物件の家賃等により異な

ります。

◇在学中の一般費用

 生活費等の一般費用は経費支弁者より支給されます。

 資格外活動許可があれば週 28時間以内のアルバイトをすることができます。


